
　当該工事と下記の対象工事の請負者が同一となった場合の請負額は、当該工事と対象

工事の対象額の合計額により定まる率によって算定した諸経費を比例按分して再計算し

たものとし、これにより変更契約する。

記

当該工事： ガス水道第29号 ガス管布設替工事

対象工事： ガス水道第1号 ガス水道管布設(替)他工事
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